
- 1 - 

 

船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年２月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員行方不明 

発生日時 令和元年１０月６日 ２１時３０分ごろ 

発生場所 宮城県金華山東方沖 

 金華山灯台から真方位０９２°９５７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°５７.０′ 東経１６１°２１.０′） 

事故の概要  漁船第八照
てる

丸は、揚縄作業中、甲板員１人が落水して行方不明とな

った。 

事故調査の経過  令和元年１０月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八照丸、１９トン 

 ＫＯ２－６９５５（漁船登録番号）、有限会社照丸水産 

 １８.９３ｍ（Lr）×４.５８ｍ×２.０９ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、７３６.００kＷ、平成２１年２月２２日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５７年１１月３０日 

  免許証交付日 平成３０年５月１４日 

         （令和５年７月３日まで有効） 

漁労長 男性 ４３歳 

 六級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 平成１７年７月１５日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２７年３月１０日 

  免状有効期間満了日 令和２年７月１４日 

甲板員Ａ（インドネシア共和国国籍） 男性 ３７歳 

甲板員Ｂ（インドネシア共和国国籍） 男性 ３６歳 

 死傷者等 行方不明 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、水温 約２３℃ 

 事故の経過 本船は、船長及び漁労長ほか７人（インドネシア共和国籍７人）が
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乗り組み、まぐろ
．．．

はえ縄漁を行う目的で、令和元年９月２５日０７時

００分ごろ千葉県銚子港を出港した。 

本船は、９月３０日０３時００分ごろ金華山東方沖の漁場に至り、

漁労長が、操舵室で右舷船首部にあるラインホーラ（幹縄巻揚げ機）

で幹縄を巻く操作を行い、操業及び操船指揮に当たり、船長が上甲板

で他の乗組員全員を指揮して操業を開始した。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船は、１０月６日１１時００分ごろ船長の指示により、６回目の

揚縄を始め、甲板員７人のうち２人（以下「甲板員Ａ」及び「甲板員

Ｂ」という。）に前部甲板右舷側舷門（以下「本件舷門」という。）付

近において、枝縄をブランエース（枝縄巻揚げ機）で巻き取った後、

‘幹縄から取り外して、枝縄を手繰り寄せる作業’（以下「本件作

業」という。）にそれぞれ当たらせていた。（図２、図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本船 

図２ 一般配置図抜粋 

本事故発生場所 

操舵室 ラインホーラ 

ブランエース 

本件舷門 



- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船は、漁労長が、２１時１５分ごろ枝縄にまぐろ
．．．

が掛かっている

兆候を認め、主機を中立運転とし、幹縄を巻いていたラインホーラを

停止した。 

甲板員Ａは、右舷側を向き、本件舷門付近において、まぐろ
．．．

が掛か

っている枝縄をブランエースで巻き取った後、本件作業を行った。 

本船は、本件作業中、船長は、船尾側の様子を見に本船内の右舷側

通路を通って船尾に向かい、漁労長が操舵室においてまぐろ
．．．

が揚がっ

てくる本件舷門付近海面を見ていた際、甲板員Ｂは、甲板員Ａの船尾

側に並んでまぐろ
．．．

が揚がってくる本件舷門付近海面を見ていたとこ

ろ、２１時３０分ごろ甲板員Ａが頭から海に飛び込むような体勢で本

件舷門付近の海中に落水するところをそれぞれが目撃した。（図４参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 事故直前の乗組員配置図 

甲板員Ａ 甲板員Ｂ 

食堂 
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本事故発生場所 
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漁労長は、すぐさま救命浮環のほか漁具の浮玉を投下し、船長に報

告するとともに、本船周辺を捜索したが見つけることができず、その

後、まぐろ
．．．

はえ縄本体を本船から切り放し、位置保全のためラジオブ

イを投下して、範囲を広げ本格的な捜索を開始した。 

船長は、付近を操業中の僚船と所属の漁業協同組合に連絡を行い、

漁業協同組合を通じて海上保安庁に救助を要請し、来援した僚船、海

上保安庁の巡視船及び航空機と共に１０月９日の１６時００分まで海

上の捜索を行った。 

甲板員Ａは、その後も捜索が続けられたが発見されず、行方不明と

なった。  

本船は、その後、残していたまぐろ
．．．

はえ縄を回収し塩釜港に向け帰

途につき１０月１６日１８時３０分入港した。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 本船が行う、まぐろ
．．．

はえ縄漁は、長さ約１２kmの幹縄と呼ばれるナ

イロンテグスに４８ｍ間隔で取り付けた浮玉との間に枝縄と呼ばれる

長さ２７ｍのナイロンテグス１６本をそれぞれ連結し、枝縄の先に釣

針と餌を付けてまぐろ
．．．

を獲る漁法であった。（図５参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船は、本事故当時、船首甲板が作業灯で照射されて作業を行うの

に十分な照度が確保されていた。 

 船長及び漁労長は、本事故当時、人が体勢を崩すような船体傾斜、

動揺等はなかったので、甲板員Ａが、本件作業中に引き揚げていたま
．

ぐろ
．．

が急速に潜った際、両手で持っていた枝縄が手に巻き付いて海中

に引き込まれたと思った。 

甲板員Ａは、約６年間の乗船経験があり、本船には、平成３０年１

２月２１日から乗船しており、本事故当時、本船での６回目の操業中

図４ 本件作業の状況（再現） 

浮玉 

浮縄 
幹縄 
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図５ まぐろ
．．．
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であった。 

 甲板員Ａは、ジャージの上下にカッパの下を着用し、軍手をして長

靴を履いていた。 

甲板員Ａは、本事故当時、持病はなく、健康状態に問題はないよう

に見えた。 

甲板員Ａは、本事故当時、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 甲板員Ａは、行方不明となった。 

本船は、金華山東方沖でまぐろ
．．．

はえ縄漁の揚縄作業中、甲板員Ａが

右舷船首甲板から落水したものと推定される。 

甲板員Ａは、本件作業で引き揚げていたまぐろ
．．．

が急速に潜った際、

枝縄が手に巻き付いて海中に引き込まれ、落水した可能性があるもの

と考えられる。 

 甲板員Ａは、救命胴衣を着用していなかったことから、浮力を十分

に得られずに行方不明となった可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、金華山東方沖でまぐろ
．．．

はえ縄漁の揚縄作

業中、甲板員Ａが本件作業で引き揚げていたまぐろ
．．．

が急速に潜った

際、枝縄が手に巻き付いて海中に引き込まれ、右舷船首甲板から落水

したことにより発生した可能性があると考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船長は、甲板上で作業を行わせる場合は、作業に従事する者に命

綱又は救命胴衣を着用させること。 

・操業中は、枝縄が巻き付くおそれがあることから、十分に注意し

ながら作業を行うこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

事故発生場所 

（令和元年１０月６日 

 ２１時３０分ごろ発生） 

金華山灯台 

宮城県塩釜港 

千葉県銚子港 


